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統計調査に関わる資格の認定
信州大学経済学部教授　舟岡 史雄

日本統計学会は統計調査士と専門統計調査士の資格認定の制度を創設した。資格の検定試験は
本年11月の第1回試験を皮切りに、毎年実施される。本稿では、２つの資格の内容と創設に至っ
た経緯と背景、検定試験の具体的内容と範囲等について紹介する。資格制度の設立が統計調査の
正確性、及びデータの品質の確保に大いに貢献するものと期待される。

1.統計調査士・専門統計調査士の資格と検定内容
　統計の知識や活用力を評価する資格認定の制
度が日本統計学会のもとで創設された。統計検
定１級、統計検定２級、統計検定３級、統計検
定４級、統計調査士、専門統計調査士、国際資
格の７つである。第1回の全国統一の資格検定
試験として、統計検定２級～４級、統計調査士、
専門統計調査士の５つの試験が今秋11月20日
に実施され、統計検定１級と国際資格について
は来年度からの開始予定である。これらの中で
統計調査に密接に関わる資格は、統計調査に携
わる上で必要とされる知識と技能を認定する「統
計調査士」と、組織にあって統計調査を企画、運
営する能力を認定する「専門統計調査士」である。
⑴統計調査士検定
　統計調査士は、統計調査の実務を正確かつ適
切に行うための基本的な知識と業務遂行上の技能
を有すると認定された者に対して授与される資格
である。資格検定の試験内容は以下の通りである。

　なお、公的統計または、これに準じた統計（訪
問面接調査、調査依頼と詳細説明を伴う訪問留
置調査）で、一定年数（回数）以上の統計調査員
の経験を有する者については、経過特例措置を
設けている。特例措置は、平成23年度から５年
間に限り、筆記試験の一部に代えて、統計調査
員の業務経験を評価して、所定の点数（30点あ
るいは60点）を付加するものである。公的統計
については、統計調査名称と従事期間を記載し
た申請書、公的統計に準じた統計調査について
は、調査の概要（名称、実施主体、調査目的、母
集団、調査対象地域、標本抽出枠、標本抽出方法、
調査方法・測定方法、計画標本サイズ、回収率、
調査実施期間等）の説明書および調査機関から
の従事証明書が、統計調査員の業務経験を審査
する資料となる。同資料に基づいて、経験した
統計調査本数と統計調査毎の経験年数の基準に
則って、調査員としての業務経験が認定される。

⑵専門統計調査士検定
　専門統計調査士は、統計調査の企画、設計、
実施、指導、集計、分析といった統計調査の一
連の業務の管理・運営を担える専門的な知識と

（問題形式）マークシート方式の問題による筆記試験25問
（試験時間）60分
（合格水準）100点満点に対して70点以上を合格
（受験資格）特になし
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能力を有すると認定された者に対して授与され
る資格である。同資格は、統計調査士と専門統
計調査士のいずれの検定試験にも合格している
ことを条件とする。資格検定の試験内容は以下
の通りである。

　なお、一定年数（回数）以上の統計調査の企画・
運営、調査員の指導・経験を有する者については、
経過特例措置を設けている。特例措置は、平成
23年度から５年間に限り、筆記試験の一部に代
えて、統計調査の企画・運営、調査員の指導・
経験を評価して、所定の点数（20点、40点、60
点）を付加するものである。経験を記した申請書、
および統計調査において、どのプロセスに、ど
の立場で関与したか等の果たした役割を記載し
た調査機関の発行する従事内容証明書に基づい
て、統計調査の企画・運営と調査員の指導・経
験ごとに業務経験が認定される。

2.資格認定制度の創設の経緯と背景
　統計調査に関わる資格の認定は、大学教育に
おける統計学の充実をいかに図るかについて議
論する過程で、併せて検討された。統計学の教
育内容をめぐっての議論は、2008年５月に日本
学術会議が文部科学省から「大学教育の分野別
質保証の在り方」について審議することを求めら
れ、学位の水準の維持・向上などの視点に立って、
検討を開始したことが出発点である。日本学術会
議においては、質保証について考える際、各大

学における教育課程が学士としての知識・能力を
獲得するための体系だった内容を備えていること
が基本であり、そのために、分野毎に教育課程を
編成する上での拠り所となる参照基準を策定する
ことが適当とされた。これを受けて、統計分野に
ついては、統計関連の学会が連合して、「統計学
分野の教育課程編成上の参照基準」を作成した。
　「大学教育の分野別質保証の在り方」の審議に
おいては、「大学入学直後の共通教育の在り方」
と「大学と職業との接続に関わる問題」について
も同時に議論された。共通教育の在り方につい
ては、「分野別の参照基準は、基本的には専門分
野の教育の質保証に資することを目的とした枠
組みであるが、共通教育を考慮せずに、学士課
程教育全体の質保証枠組みを構想することはで
きない旨」指摘している。また、大学と職業との
接続については、「日本社会の現状では、若者が
大学から職業の場にスムースに移行するのが困
難を伴うようになっており、大学教育の職業的
意義を向上させ、社会がそれを適切に評価する
ことが必要である。そのため、参照基準の策定
に際しては、分野によって職業的な能力形成に
寄与する在り方も多様であることについて適切
に整理し、学生がありのままの姿を理解できる
ようにすることも重要である旨」指摘している。
　他方、2008年度に小・中学校、高等学校の
学習指導要領が相次いで改訂され、統計の内容
が大幅に拡充された。特に高等学校では，中学
校での教育内容を受ける形で、数学Ｉに「統計の
基本的な考えを理解するとともに，それを用い
てデータを整理・分析し傾向を把握できるよう
にする」ことを目的にうたった「データの分析」と
いう章が設けられ必修化された。新しい学習指
導要領のもとで、統計調査の結果等を活用する
学習の機会が増加している。
　このような統計教育を取り巻く環境の変化を
受けて、統計学を適切に理解し実践する課程を
構築するためには、大学入学以前の教育ととも
に大学卒業以降についても見据えて、トータル
で考えることが必要であるとの認識を共有する
に至った。併せて、十分な知識・能力を獲得し

（問題形式）マークシート方式の問題による筆記試験50問
（試験時間）90分
（合格水準）100点満点に対して70点以上を合格
（受験資格）統計調査士検定に合格していることが

条件となる。
ただし、統計調査士検定と専門統計調
査士の同時受験が可能

（留意事項）2つの検定試験を同時に受験し、同時受
験の結果として「統計調査士に不合格・
専門統計調査士に合格」となった場合
は、2年間の経過措置を設定し、その
間に統計調査士の検定試験に合格すれ
ば統計調査士と専門統計調査士を同時
に認定する。
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たことを何らかの形で保証する仕組みも確立す
る必要があると判断し、資格制度の創設に向け
た議論が急速に進展した。統計に関わる資格の
認定は学習成果を評価する上で有効であり、勉
学に取り組むインセンティブも与えることが期
待される。
　日本統計学会のもとに、「統計検定センター」
の前身となる準備組織が設立され、2009年秋以
降、議論を重ねてきた。大学専門課程の統計学
の水準の知識と能力を評価する「統計検定１級」、
大学教養課程の統計学の基礎の習得を評価する
「統計検定２級」、高等学校の指導要領「データの
分析」に沿った「統計検定３級」、初等・中等教
育の指導要領「資料の活用」に沿った「統計検定
４級」、統計調査に関わる統計資格、英国Royal 
Statistical  Societyと共同実施の国際資格の設
定が決まった。
　統計調査に関わる資格については、「統計調査
士」と「専門統計調査士」の２つの資格を設けるこ
とになった。世の中の実態を的確に捉えるため
には、統計が適切に作成され、正確で有効な情
報を提供することが肝要である。統計が正確で
なければ、いかに高度の統計学の手法を駆使し
たとしても、有効な結果を得ることはできない。
　政府等によって作成される重要な公的統計の
大半は、調査員を介して調査が行われている。
調査員の専門的知識と技能は、統計調査の品質
を高いレベルで維持するためになくてはならない
もので、公的統計をはじめとする我が国の主要
な統計は優秀な調査員によって支えられている。
戦後に確立した統計調査機構において、調査員
による調査はこれまで十分に機能し、高い精度
の統計を作成してきた。統計調査員の意識の高
さと国民の協力がそれを可能にしたといえる。近
年、統計調査員の高齢化と調査環境の悪化から、
優秀な調査員を確保するのが困難な状況になっ
ている。「統計調査士」の資格検定は、調査実施
者ならびに調査対象者の信頼を得て、自信と誇
りを持って調査実務に取り組める優秀な調査員
の育成と確保に資することを主な狙いとしてい
る。「統計調査士」には、統計調査に携わる上で

必要とされる基本的知識である、統計の役割、
統計調査の仕組み、調査実務、調査員の業務、
統計の利活用に関する理解が求められる。
　同様に、「専門統計調査士」の資格設定の背
景も、統計調査を巡って時代が大きく変わった
ことにある。近年、官民を問わず合理的な証拠
（evidence ）が重要視される時代となっている。
政府では政策決定や施策の評価に、民間では経
営計画の立案や商品の企画・開発に多くのデー
タが活用されている。政府等によって作成される
公的統計は政策決定や意思決定のための重要な
統計であるにもかかわらず、財政の悪化によって、
時代の変化に対応して必要とされる統計が十分
に提供されなくなってきている。こうした状況も
あり、企業等が自らの費用でデータを入手する動
きがますます活発化し、それとともに民間調査機
関に求められる役割が大きく拡大している。
　また、「競争の導入による公共サービスの改革
に関する法律」（公共サービス改革法）が、民間
事業者の創意工夫を活用して、より良質かつ低
廉な公共サービスを実現する趣旨のもと、統計作
成にも適用されることとなった。これまでにも、
公的統計の作成において部分的に民間委託され
ていたが、調査員調査による統計の包括的な作
成を民間競争入札方式で民間事業者に委託する
方向が進展してきている。危惧されることは、満
足に調査体制を整えていない事業者が、安かろ
う・悪かろうで受託することである。ある時点で
劣悪な調査結果が出現したとき、当該時点の情
報の活用に支障をきたすにとどまらず、統計の
時系列での活用は困難となる。統計調査の品質
を保証する客観的な基準の設定が必要といえる。
統計調査の品質は、①調査を適切に企画・設計し、
運営体制を整える、②調査の工程を的確に管理・
実行する、③優秀な調査員を確保・指導・監督
する、④調査結果の取りまとめに専門的知識を持
つ、ことによって担保される。昨今の統計調査を
取り巻く環境にかんがみれば、こうした能力を評
価する基準は正確な統計調査を維持する上で欠
かせぬものといえる。専門統計調査士には統計調
査の企画・管理に携わる上で必要とされる、調
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査企画、調査票作成、標本設計、調査結果の集計・
分析、統計調査の指導、統計データの利活用の
手法等に関する基本的知識と能力が求められる。

3.資格に求められる能力
　資格は当該分野を学ぶ過程で身につけるべき、
日本学術会議の言う「基本的な素養」を裏付ける
ものである。「基本的な素養」とは、専門的な知
識や方法論を活用して、何かを成すことができ
る能力である。資格が社会的に評価されるため
には、一定の基準に基づいて、その適格性を質
保証する仕組みが重要である。資格を有する者

が持つべき知識・理解・能力を具体的な内容と
して明示し、保証すべき要求水準が定まってい
ることが必要である。
　統計調査士と専門統計調査士の資格について
も、大学教育課程の質保証のための参照基準に
ならって、資格に対する社会的な評価と有用性の
観点から、参照基準を策定した。大学教員、政
府の統計関係者、民間調査機関、ユーザーの12
名から構成される委員会において、当資格の保証
する「基本的な素養」が議論され、大分類・中分
類・小分類の3つの階層を持つ参照基準が策定さ
れた。その大分類と中分類について以下に揚げる。

統計調査士 /専門統計調査士　参照基準項目
〈統計調査士〉

№
参照基準項目
大項目 中項目

Ａ．統計調査の実務 

1 統計の役割
①統計とは
②統計の意義
③統計と社会との関係

2 統計の基本的知識

①統計法の基本的内容
②調査の仕組み（含む民間）
③調査実務の手法（調査企画の基本的事項）
④統計の種類
⑤統計の活用

3 調査員の役割・業務

①統計調査員の使命と役割
②統計調査員制度
③統計調査員の業務（実査）の流れ
④統計調査員業務の留意点

〈専門統計調査士〉

№
参照基準項目
大項目 中項目

Ａ．統計調査の企画・運営

1 調査企画

①調査の基本設計と決定事項
②調査方法の比較検討（特性、長所・短所等）
③調査員の確保と訓練
④費用積算と工程管理
⑤品質管理・リスク管理
⑥関係諸手続き

2 調査票作成

①調査事項
②記入の手引き (報告者用 )及び調査手引き
③調査票のデザイン
④プリテスト（含む客体の負荷評価）

3 標本抽出
①抽出方法
②標本の大きさ
③精度評価（標本誤差・非標本誤差含む）

4 データの整理と集計

①エディティング
②コード付け (アフター・コーディング )
③集計仕様書の作成
④集計の実施と結果の点検
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　統計調査に関わる参照基準のうち、調査を提
供するサービスのプロセスの在り方については、
2006年にISO (国際標準化機構)で国際規格と
して制定されたISO20252を参考としている。
統計調査を企画・実施する組織や実践的な教育
を行う機関等が教育・指導プログラムを設計す
る際に役立つものとなっている。また、資格取
得を目指す人達や雇用主に対しては、資格が意
味するものへの理解を促す役割も担っている。

4.資格制度への期待
　統計に関する一連の資格として、統計調査に
関わる職業に従事する人たちが持つべき実務能
力を評価する資格を設定したことは、日本学術
会議の言う「職業における専門性」と「学問的な専
門性」をより近づける取り組みと言える。これか
らの社会を展望するとき、統計調査ならびに統
計データの解析等に対する社会的ニーズやそれ
を担う職業に従事したいと考える人たちが増加
することが見込まれる。統計調査士と専門統計
調査士の資格は、こうした仕事を遂行する上で

具備すべき能力に関して、社会的に信頼される、
客観性を有する基準を形成することとなろう。中
国では、国家統計局が2007年に公布した統計
従業資格認定弁法において、統計法規を熟知し、
良好な道徳品格を持ち、統計業務に従事するの
に必要な専門的知識及び技能を持つ人は、国に
よる統計従業資格試験制度を受験でき、取得し
た資格は全国内で有効で、統計従業資格証書未
取得の人を企業が任用して統計業務に従事させ
た場合、法的責任を問われる旨、規定している。
　我が国では、当資格が工学系分野における
JABEE（Japan Acc r ed i t a t i on Boa rd f o r 
Eng inee r i ng Educa t i on , 日本技術者教育認
定機構）による認定制度のように、統計調査の専
門職業資格を質保証するものとして、発展する
ことが強く期待される。

【引用文献】
日本学術会議（2010）『大学教育の分野別質保証の
在り方について』

B1．統計調査の実施と指導
①実施準備 (含む調査員募集、配置計画 )
②調査員説明会 (含む訓練・ロールプレイ )
③実査管理 (含む指示、報告等）
④疑義照会
⑤回収活動（含む完了票の点検）・督促
⑥調査票の点検・インスペクション

B2．統計調査の実務

1 統計の役割
①統計とは
②統計の意義
③統計と社会との関係

2 統計の基本的知識

①統計法の基本的内容
②調査の仕組み（含む民間）
④調査実務の手法（調査企画の基本的事項）
⑤統計の種類
⑥統計の活用

3 調査員の役割・業務

①統計調査員の使命と役割
②統計調査員制度
③統計調査員の業務（実査）の流れ
④統計調査員業務の留意点

Ｃ．統計データの利活用の手法

統計データの利活用の手法

①調査データの分析
②調査データの信頼性解析
③加工統計の作成
④分析結果の報告
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■「健康とスポーツ」に関する世論調査

1.現在の健康状態
　現在の健康状態について尋ねたところ、「健康」
と答えた人は76.4％と、約4人に3人の割合と
なっている。一方、「不安がある」と答えた人は
23.5％となっている。これまでの調査結果と比
較すると、大きな変化は見られない。
　｢健康｣と答えた人の割合は、地域別では東京、
大阪などの20大都市で80.5％、その他の市で
75.1％、郡・町村で74.2％となっており、大都
市がやや高くなっている。
　性別では、男性が78.4％、女性が74.5％となり、
男性のほうがやや高くなっている。

　年代別では、年代が高くなるにつれて｢健康｣
と答えた人の割合が低くなっている。20 ～ 30
歳代では約9割、40歳代で8割台半ば、50歳代
で7割、60歳代で7割弱、70歳以上では6割に
低下する。一方、｢不安がある｣と答えた人の割

合は、年代が上がるにつれて高くなり、70歳以
上では4割弱となっている。

2.定期的な健康診断の受診状況
　次に、定期的な健康診断を受けているか、受
けている場合、どのように受けているかを尋ね
た。
　「所属する企業や団体が実施する健康診断を受
けている」が40.4％で最も多く、｢自主的に医療
機関で健康診断を受けている｣が22.6％、｢自治
体が実施する健康診断を受けている｣が17.8％
となっている。これらを合わせた「定期的な健康
診断を受けている」という人の割合は75.3％を占
めている。一方、「定期的な健康診断は受けてい
ない」は24.5％となっており、4人に1人は受け
ていない。

　職業別にみると、健康診断を受診していると
いう人の割合は無職の主婦（64.5％）とその他の
無職（68.6％）で低くなっている。

　時事通信社では、2011年4月15日から18日にかけて、無作為に選んだ全国20歳以上の男女個
人1,925人を対象に、「健康とスポーツ」に関する世論調査を実施した。この調査は、調査員によ
る面接聴取法により実施し、1,295人から回答を得た。前回調査は昨年4月に実施されている。
注）通常の時事世論調査は全国2,000人で実施しているが、4月調査は東日本大震災の被災地である宮城・福島両県
　と茨城県の一部を対象除外地とした。

図1　現在の健康状態

図2　定期的な健康診断の受診状況
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　性別にみると、健康診断を受診している人の
割合は女性（70.0％）より男性（80.5％）の方が高
くなっている。受けている健康診断では、「所属
する企業や団体が実施する健康診断を受けてい
る」は女性(30.4％ )より男性（50.2％）に多く、｢
自治体が実施する健康診断を受けている｣は男
性（14.3％）より女性（21.3％）に多くなっている。
　年代別では、健康診断を受診している人の割
合が20歳代で64.8％、30歳代で69.1％と7割
弱にとどまるのに対し、40歳代以上の年代では
8割前後を占めている。受けている健康診断では、
20～ 50歳代では「所属する企業や団体が実施す
る健康診断を受けている」の割合が高く、60歳代、
70歳以上では、｢自主的に医療機関で健康診断
を受けている｣、｢自治体が実施する健康診断を
受けている｣の割合が高くなっている。

3.ふだん行っている運動・スポーツ
　ふだん、運動やスポーツをしている人の割合
は60.2％と約6割を占めている。
　地域別では東京、大阪などの20大都市で
61.7％、その他の市、郡・町村では59.7％となっ
ており、地域別には大きな差は見られない。
　性別では、男性が66.0％、女性が54.3％となっ
ており、男性の方が高くなっている。
　年代別では、50歳代が56.6％とやや低くなっ
ているが、どの年代でも運動やスポーツをして
いる人の割合は6割ほどとなっている。
　また、ふだん、どのような運動やスポーツを
しているか尋ねたところ、｢散歩｣が37.2％と最
も多く、以下、「ジョギング」8.0％、「ゴルフ」7.8％、
「サイクリング」5.4％、「体操（ジャズダンス、エ
アロビクス）」5.3％、「登山、山歩き」4.1％などが
続いている。
　さらに、ふだん運動やスポーツをしていると
答えた人に、その頻度を尋ねたところ、「週に１
～２回」と答えた人が33.8％と最も多く、次いで

「毎日」が28.2％、「週に３～４回」が20.1％となっ
ている。
　一方、ふだん運動やスポーツをしていないと
答えた人に、その理由を尋ねたところ、「仕事や
家事が忙しくて時間がないから」と答えた人が
54.8％と最も多く、以下、「機会がなかったから」
が19.8％、「体を動かすのが好きでないから」が
12.3％、「年をとったから」が11.0％と続いている。

4.健康維持のために行っていること
　今回の調査から、定期的な健康診断、運動や
スポーツのほかに、健康維持のためにしている
ことはあるかを新規質問として追加した。
　｢食事の内容や時間に気を付ける｣が37.4％と
最も多く、以下、「たばこを吸わない」33.9％、「な
るべく歩いたり階段を使うようにする」33.0％、
「外出後にうがいや手洗いをする」31.5％、「スト
レスをためないように気分転換をする」31.0％、
「お風呂に入って体を温める」28.3％、「早寝早
起きや睡眠時間を十分に取ることを心掛ける」
27.2％などが続いており、健康維持のためにし
ていることがあるという人は約9割に上っている。

（調査部　萩原伸雄）

図3　ふだん行っている運動・スポーツ
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5月の時事世論調査
　5月の時事世論調査の結果が
まとまった。菅内閣の支持率は
前月比 1.4 ポイント増の 21.9％
で、3ヵ月連続で上向いた。不
支持率は同 2.1 ポイント下がっ
て 59.5％。東日本大震災の復旧・
復興への対応の遅れや、福島第
一原発事故での不手際が国民の
不安を募らせた。総理大臣とし
て判断した中部電力の浜岡原発
全原子炉停止の要請も、支持率
の目立った回復にはつながらな
かった。
　調査は被災した福島県と茨城
県の一部を除く全国の成人男女
1977 人を対象に、個別面接聴
取法で 5月 13 日から 16 日に実
施。有効回収（率）は1304（66.0％）
だった。

　この時期の動きを見ると、国
内では、東京電力は、東電福島
第一原発の事故収束に向けた工
程表を初めて発表。安定した状
態を取り戻すまでの期間を 6～
9ヵ月と設定した（4月17日）。
　福島県飯舘村など５市町村の、
東電福島第一原発から半径 20km
圏外の地域を、1ヵ月後までを
めどに避難を求める「計画的避
難区域」に、20～ 30km圏内は、
緊急時に屋内退避や圏外避難が
できる準備を常に求める「緊急
時避難準備区域」に設定した（同
22日）。
　総務省が発表した３月の家計
調査（速報）によると、１世帯
（２人以上）あたりの消費支出額
は 29 万 3181 円となり、物価変
動の影響を除いた実質で前年同

承順位第 2位）と、一般家庭出
身のキャサリン妃がロンドンの
ウェストミンスター寺院で挙式
を挙げた（同29日）。
　オバマ米大統領は、2001 年の
米同時多発テロを首謀した国際
テロ組織アルカイダの指導者オ
サマ・ビンラディン容疑者を米
軍などがパキスタン国内で殺害
し、遺体を確保したと発表した（5
月1日）。

　政党支持率は、民主党が前月
比 0.2 ポイント増の 10.2％。自
民党は 1.1 ポイント減の 16.5％
で、7ヵ月連続で民主党を上回っ
たものの、両党の差は 6.3ポイン
トと前回より若干縮まった。支
持政党なしは 1.7 ポイント増の
64.0％。

　国民の景気感は、「良くなっ
た」は前月より1.5ポイント増の
4.2％。「悪くなった」は 11.2 ポ
イント減って 52.7％。この結果、
時事世論景気指数は前月の 47か
ら 68に改善した。

　昨年の今頃と比べて暮らし向
きは、「楽になった」が 0.6 ポイ
ント増え、「苦しくなった」は 1.0
ポイント減って、それぞれ 3.3％、
31.6％となった。

月比 8.5％減と、過去最大の下落
率となった （同28日）。
　ソニーは、ゲーム機「プレイ
ステーション３」用のネットワー
クサービスから、世界の利用者
7700 万件以上の個人情報が流出
した（同 26日）のに続き、新た
にパソコン向けオンラインゲー
ムサービスでも2460 万件分の個
人情報が流出したと発表した（5
月3日）。
　2月の八百長問題発覚後、本
場所再開につなげるための大相
撲技量審査場所が両国国技館で
無料公開で始まった（同8日）。
　菅首相は浜岡原発にあるすべ
ての原子炉を、「東海地震に十
分対応できるよう中長期の対策
を確実に実施することが大切だ」
とし、一時停止を中部電力に要
請（同6日）。これを受け、中部電
力は全面停止要請の受け入れを
決定した（同9日）。
　東京電力は、福島第一原発１
号機で、燃料棒が冷却水から完
全に露出して溶け落ち、圧力容
器下部に生じた複数の小さな穴
から水とともに格納容器に漏れ
た可能性があると発表し、この
状態を「メルトダウン（炉心溶
融）」と認めた（同12日）。
　東京電力と東北電力管内での
夏の電力不足に対応するため、
政府は、企業と家庭が最大使用
電力を 10 年夏比で 15％削減す
る目標を決めた（同13日）。

　国外では、チェルノブイリ原
子力発電所の事故から 25年を迎
え、原発の敷地内で追悼集会が
開かれた。ロシア・メドベージェ
フ大統領が福島第一原発事故に
触れ、国際的なルール作りが必
要だと訴えた（4月26日）。
　ヨルダン川西岸地区を統治す
るパレスチナの主要組織ファタ
ハと、ガザ地区を実効支配する
イスラム組織ハマスが、和解す
ることで基本合意した（同27日）。
　英国の故ダイアナ妃の長男
ウィリアム王子（英国の王位継

◇  告　知　板

時事世論景気指数

2004年 05年 06年 07年 08年 09年 10年
131.4 131.1 143.7 117.2 42.0 61.0 96.8
10年（５月）（６月）（７月）（8月）（9月）（10月）（11月）

105 111 109 111 92 86 94
（12月）11年（１月）（２月）（３月）（４月）（５月）
97 115 109 91 47 68
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